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 8 月 28 日開催の経営協議会で会社が言明！ 

８月２８日に開催した経営協議会の中で、組合側から「８月１８日か

ら検温が始まった。３７．５度以上は就業不可という掲示が出されてい

るが、就業規則の何条を適用しているのか」という質問に対して会社は

「就業規則第１３６条２項です」と答えました。 

「就業規則第１３６条２項」による就業制限の場合、賃金規程第１２

６条によって、平均賃金の「６０/１００」が支給されます。また、人

事部長が認めた場合はこれによらないことがある、ともあり「１００/

１００」も可能なのです。 

しかし会社は、組合側の「その場合の勤務はどうなるのか」という質

問に対して、「私傷病休暇あるいは年休を希望するのであれば妨げない」

と回答しました。「私傷病休暇」つまり「無給」という扱いをすると回

答したのです。賃金が支払われる「就業規則第 136条２項」を根拠と言

いつつ、一方では賃金が支払われない「私傷病休暇」という矛盾したこ

とを言っています。 

会社は就業規則第136条、賃金規程第126条に基づき賃金補

償をしろ！  ユニオン組合員の皆さん、共に声を上げましょう！ 

就業規則（病者の就業制限等） 

第 136 条 会社は、社員が感染症の疾病、精神疾患又は就業のために病勢が悪化する恐れ

のある疾病にかかった、又はかかったおそれがあると認めた場合は、必要により当該社

員に対し健康管理センターの医師（以下、「管理医」と言う。）又は会社指定の医療機関

における受診を命ずる。 

2 前項に規定する疾病にかかった、又はかかったおそれのあると認めた場合、会社は必要

により社員の就業を制限し、又は禁止する。この場合、会社は必要によりあらかじめ管

理医又は会社の指定の医療機関の意見を聴取する。         （以降省略にて） 


